
相続土地国庫帰属制度　 
-10の事前チェックリスト-

項 ⽬ はい いいえ

1 建物はありませんか？ □ □

2 抵当権や賃借権が設定されていませんか？ □ □

3 道路や墓地等として他⼈が利⽤していませんか？ □ □

4 ⼟壌汚染されていませんか？ □ □

5 境界が明らかでなく所有権について争いがありませんか？ □ □

6 勾配30度以上、⾼さ5メートル以上の崖はありませんか？ □ □

7 ⼯作物、⾞両、樹⽊等はありませんか？ □ □

8 地下に除去しなければならない産業廃棄物、建築資材、古�
い⽔道管等はありませんか？

□ □

9 他者との争訟によらなければ管理・処分できない可能性は�
ありませんか？

□ □

10 ⼟砂災害や⽣息する⿃獣・病害⾍等により⼈・農作物・樹�
⽊に被害を⽣じる可能性はありませんか？

□ □
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処分したい土地について「はい・いいえ」のいずれかにチェック（✔）して下さい


